
資本主義の多様性と経済理論

千葉隆之
国や地域ごとの資本主義経済制度の多様性に関心が集まっているが、本稿は、多様な制度の形成、その機

能やパフォーマンスの違いを理論的に扱おうとしている、マルクス経済学のレギュラシオン理論と近代経済
学の比較制度分析の理論構造を検討する。資本主義の多様性の理解には、従来の経済理論からは外的な要素
と経済理論との関連づけが必要になるが、二つの理論はそれぞれ異なる仕方でこれを行っている。ここでは、
その問題点と社会学的研究の課題を提示する。

構築してきた。しかし、現在では経済制度に差
異をもたらす原因や異なる制度上での機能法則
の違いを理解することも重要になりつつある。
こうした課題に対して、理論経済学の内部でも
それに対応した変化が見られる。マルクス経済
学ではレギュラシオン理論が、近代経済学では
比較制度分析が、そうした傾向を代表する研究
プログラムである。しかし、これらの現在理論
経済学において最も発展しつつある研究プログ
ラムの方法論について、現在までのところ十分
な検討はなされていない。また、これらにおい
て、資本主義の一様性を前提した理論伝統に対
するいかなる変更によって多様性を扱うことが
可能となったのか、また、多様性への理論的ア
プローチとしてそれが十分なものなのか、これ
まで社会学はもちろん経済学においても全く検
討されてこなかった。本稿では、資本主義の多
様性に関わる研究課題を提示し、二つの理論の
検討を行うと同時に、この主題への社会学的な
取り組みの方向を考察してみたい。
議論の筋道は以下のようになる。まず、資本

主義制度の多様性が現在なぜ問題になっている
のかを説明し、多様性に関して社会科学に課せ
られた課題を提示する（２節)。次に経済理論

１．はじめに

皮肉なことにいわゆる「社会主義諸国」の崩
壊したあとの90年代において、われわれは「資
本主義諸国」がそうした言葉でひとくくりにで
きないほど多様なものであることに気づき始め
ている。例えば、米国、ドイツ、日本といった
３つの主要な国家の経済制度だけを比べてみて
も、共同決定制度や半ば公的なアソシエーショ
ンによって経済活動が制御されているドイツ
(Streeck,1995)、企業別組合や組織化された下
請関係、独特の政府企業間関係などをもつ日本
(Aoki,1988=1992)と、通常市場経済のモデル
と考えられる米国との違いはきわめて大きい。
ここでは資本主義を私的所有権の制度化と労

働や金融を含めた市場の普遍化で特徴づける
が、その様式自体多様であり、社会との関わり
でメカニズムも変化する以上、当然ながら各国
の資本主義経済制度には共通性と異質性が共存
する。このいずれにより多く注意を払うかは対
象の特性だけでなく関心や目的とも関わる。こ
れまで、経済学の理論は資本主義の共通性を前
提した上で、社会科学の中で最も厳密な体系を
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に引き続いて新興工業諸国(N ICs )が、
近代化・工業化を着実に進めていったのであ
る(2)。
だが、1970年代以降の経済変動は、次のよう

に純粋理論的にも実践的関心からいっても、資
本主義経済制度の多様性を視野に収める必要性
を高めた。第一に、石油危機以後の経済危機に
際して、先進諸国間でもその打撃の大きさに差
が見られ、その理由として、英米とは異なる日
本やドイツ、オーストリア、スウェーデンなど
といった諸国の経済制度の特徴が認識されるよ
うになった(SchmitterandLehmbruch,1979=
1984-6)。第二に、アジアNIEsやASEAN
諸国の経済発展は、新たな開発モデルのための
素材を提供した(WorldBank,1993)。第三に、
1980年代に経済面での国際的相互依存が進展す
る中で、各国間の制度的構造の差異が、経済的
パフォーマンスに強く影響することが明らかに
なった。この事実は、各国経済の制度的特徴の
研究を促すとともに、経済活性化のための制度
改革（サプライサイド刺激策、規制緩和など）
や経済統合(EUや北米経済圏など)、さらには
経済制度間調整をめく、る政治的コンフリクト
(日米構造協議､包括協議など）を引き起こすこ
とになった。そして第四に､1980年代には､｢第
三のイタリア」やドイツのBaden-WUrttemberg
など、個性的な特徴を持った地域経済の成功
が注目されたのである(Pyke,Becattiniand
Sengenberger,1990)。
一般に国民あるいは地域経済には収數をもた

らす要因と多様性をもたらす要因との両方が存
在する。例えば収數をもたらす主な要因として、
産業化のもたらす価値・行動様式の変化の共通
性、市場での競争への合理的適応、他国・地域
の経済制度の模倣、国家間の制度調整(EUの
ハーモナイゼーシヨン、日米の包括協議など）

の中でこの主題を積極的に取り上げようとして
いるレギュラシオン理論（３節）と比較制度分
析（４節）の方法とこれらにおける多様性の扱
いを整理する。そして、これらの理論が従来の
経済理論からすれば外的な要因と理論とを関係
づける仕方を「折衷主義」と「倹約主義」とし
て特徴づけ、それぞれの理論の問題点を指摘し
た上で（５節)、最後に、社会学理論がこの課
題に取り組む際の一つの方向を示唆する（６
節)。

2．資本主義経済制度は一様か多様か？

1960年代頃までの社会科学の主流は、資本主
義の単一の像が存在するという想定に依拠して
いた。それは二つの理論戦略に基づいていた。
一方で、米国経済を主たる対象として最も進ん
だ資本主義経済の機能理論が構成される。これ‘
は近代経済学では、基礎理論としてのミクロ経
済学と実践理論としてのマクロ経済学である。
他方、それ以外の国々は完成した市場経済への
途上にあるものと位置づけられ、それらの国々
が完成に到る過程を扱う「近代化」「産業化」
の理論が構築されたのである（富永,1985)(1)。
理論物理学をモデルにした理論経済学は、「社
会科学の女王」の地位を確立し、それ自体がよ
り「後進的」な政治学・社会学などのモデルと
なった（小室,1966)。経験的水準で研究を進め
る経済学者やその他の社会科学者の研究は、そ
うした理論経済学のモデルへ近づくための予備
作業と見なされる場合もあった。事実、この理
論戦略は現実によって裏付けられたかに見え
た。経済政策に取り入れられたケインズ的な総
需要管理は大規模なマクロ経済モデルによる経
済予測・管理と結びついて、1960年代まで先進
諸国に安定した経済発展をもたらしたし、日本
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などが考えられる。逆に多様性をもたらす主な
要因としては、各国の産業化の初期条件の違い、
本来の文化・価値観などの違い、外生的ショッ
ク（戦争・占領・革命など)、後発性による環
境適応の違い、国際分業と専業化、模倣の際の
翻訳の誤りなどが挙げられる。収數か多様化か、
という問題はア・プリオリに決まるものではな
く、これらのいずれの要因が強く働くかによる
のである。事実問題としては、加工組立産業で
の専属下請制への傾向（池田,1995）や、団体
交渉の分権化(Katz,1993)、金融制度のハーモ
ナイゼーションなど、現在の各国の経済制度に
緩やかな収數の傾向を見いだすことも可能であ
る（稲上他1994:第８章)。しかし、研究プロ
グラムとしては、経済制度のどの程度の収數が
望ましいかを論じるためにも、ある時期の制度
的多様性の存在を説明するためにも、制度的多
様性を理解する理論装置が必要であろう。なぜ
なら、まず、現在の収數傾向は各国民社会の内
生的発展よりは、おそらく1970年代以降の国際
経済環境への意識的適応や国家間の経済制度の
相互調整によってもたらされている。後者は発
展の趨勢法則ではなく、環境と国内経済制度の
関係や異なる経済制度を持つ国の間の国際政治
経済関係によって説明されなければならない。
第二に、単線的発展・収數・一様化の仮説が過
去30年の経験で棄却された以上、収數を論じる
場合にも、単なる趨勢法則ではなく国際経済環
境や各国経済の生態などの具体的な因果関係と
結びついた制度変動の理論が求められざるを得
ない。そして第三に、異なる諸経済制度の収數
が望ましいか否かを社会科学的に論ずるため
にも、諸制度の働きの違いとそれと結びつい
た社会基盤を十分に理解する必要があるので
ある(3)。
資本主義の多様性とは、要するに資本主義経

済諸国が私的所有の法制度化と市場の広範な普
遍化という点で共通しつつも、経済制度に違い
が見られたり、そのメカニズムや働きにおいて
多様であるということを意味する。上で触れた
ように、近年の多様性への注目は、多様性が経
済政策運営に違いをもたらしたり、各資本主義
経済の固有性が採択できる制度の選択肢を限定
したり、異なる資本主義経済制度から制度改革
の方策を学ぶことができる、ということと結び
ついた、実践的な関心に動機づけられているの
である。そうした関心の所在を考盧して、後の
議論の便宜上、社会科学が取り組むべき課題を、
①制度の歴史的生成の説明、②制度の働くメカ
ニズムの説明、③制度・メカニズムの成立・安
定条件の説明の３つに大別しよう。第一の歴史
的生成は、制度形成の異なる経路の説明であり、
主に経済史が扱っている(North,1990=1994)｡
第二のメカニズムの説明は制度の働き・機能や
パフォーマンス、他の制度との関係などを含む。
現実にはマクロ経済学的なメカニズムとミクロ
やメゾレベルのメカニズムを区別できるであろ
う。第三の成立条件の説明は特に制度選択への
提言という実践的要請から求められる。制度の
成立条件が満たされている社会とそうでない社
会があるとすれば、後者では代替的な制度の選
択肢の幅が限定されることになるからである。
これはメカニズムの説明よりも制度の存立基盤
に踏み込んだ制度理解がなければ得られない知
見である。結論を先取りして言えば、この第三
の領域においてこそ社会学的接近が求められて
いるのである。ちなみにこの分類はあくまで便
宜的なもので、現実には相互に切り離すことが
できない場合が多いかもしれない。
では、このような課題に社会科学はどう取り

組むべきであろうか。多様性を理解する一つの
方法は、異なる資本主義間の（場合によっては
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は資本主義の一様性に傾斜したものであった。
マルクス経済学では、資本主義経済は単線的な
発展段階に位置づけられてきたのであり、国家
間の違いは段階や接合構造の違いに還元されな
ければならない。近代経済学でも市場経済制度
の機能法則は基本的に同一のはずである。では、
こうした一様性の理論のいかなる修正によって
経済理論は多様性を捉えることができるように
なったのであろうか？また、この新しい一般理
論は、多様性の全ての課題に応えられるのか？
そして、上記の類型論も含めて既存の経験的研
究は、これらの一般理論にその特殊ケースとし
て包摂されることになるのか？社会学・政治
学・歴史学的諸研究と抽象度の高い経済理論は
どのような関係で結びつくのであろうか？こう
した問いを考察するために、以下では、まず、
かつての経済理論の前提が理論構造のいかなる
変更によって修正されたのか、次に、これらの
研究プログラムは多様性論の諸課題に十分取り
組み得るものであるか、という二点をそれぞれ
について検討してみたい。

implicitな）比較を通じて資本主義類型を構成
するものである。例えば、日英の比較対照によ
って経済とそれが埋め込まれている社会の違い
を浮き彫りにしたDore(1973=1987)や、アン
グロサクソン型資本主義に対して「ライン型資
本主義」という類型を構成したAlbert(1991
=1992)、ドイツ・モデルをより体系的に把握
しその展望を注意深く検討したStreeck(1995)
などがある。複数国の資本主義の制度的特徴を
対象にしているコーポラテイズム論(Schmitter
andLehmbmch,1979=1984-6;稲上他,1994)な
どもこの中に含まれる(4)。これは従来から社
会学や政治学が得意としてきた手法である。
科学は本来一般的理解の枠組みである以上、

多様性を理論的に捉えるといっても、一般性へ
の志向を常に持たざるを得ない。上のアプロー
チは、多様性の認識から類型毎の緩い理論化に
向かう方法である。だが、それに対して、最も
形式化の進んだ理論経済学の一般理論の中で
も、多様性を視野に収めうとする試みが生まれ
つつある。それが、以下で検討する二つの研究
プログラム、①マルクス経済学のレギュラシオ
ン理論と②新制度派経済学の中の比較制度分析
である。両者は本稿の問題関心にかなう３つの
特徴を共有している。第一に、これらは、資本
主義のメカニズムの一様性を前提せず、社会経
済的制度の重要性を強調し、制度的要因の差異
が資本主義のメカニズムに違いをもたらすとい
う認識の上に立っている。第二に、資本主義の
とくに先進諸国間の差異の理解と説明をその課
題として引き受けている。第三に、産業化の一
様性を否定し、経済発展のコンテインジェンシ
ーを前提する。その結果、現在の制度の成立を

説明する上で発展の歴史的経路の理解が必要で
あるという立場に立つ。
既述のように60年代頃までの経済理論の主流

３．レギュラシオン理論における資本主
義の多様性

まず、レギュラシオン理論の諸派の中でも国
際比較研究を活発に行っており本稿の主題に最
も近いパリ派の理論構造を見てみよう(5)。レ
ギュラシオン理論は、当初は先進諸国にほぼ共
通する構造的危機の原因を探ることを主要な狙
いとして発展してきた理論である。したがって、
初期の研究は、先進諸国の資本主義経済におけ
る通時的な差異、すなわち、諸蓄積体制が、い
かに異なる制度的構造と蓄積の論理の上に成り
立っていたか、したがっていかに蓄積体制の違
いに応じてそこに生ずる循環的・構造的危機が
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異なるか、を強調してきた(Aglietta,1976=
1982;Bertrand,Mazier,PicaudandPodevin,1981
=1993;deBens,1983=1993)｡80年代以降、レ
ギュラシオン理論の研究者達は、危機の理解か
らフオーデイズムに代わる新たな発展様式の模
索へと研究の重点を移し（山田,1990:211)、国
際比較研究を進め(Boyered.,1986;Boyer,
1990)、資本主義の共時的多様性をより強く意
識するようになってきている。例えば、ヨーロ
ッパにおけるフレキシビリティの国際比較研究
では、「ヨーロッパの各国は、自国の伝統に適
応させつつアメリカ・モデルを実現したのであ
り、この点からすれば、フォーディズム的賃労
働関係を唯一の構図と同一視することがどれほ
どまちがっているかがわかるであろう」(Boyer
ed.,1986=1992:62)と述べられている(6)。
レギュラシオン理論は、資本蓄積の様式を理

解するために、蓄積体制、制度諸形態、調整
（レギュラシオン）様式といった特有の概念装
置を用いている。Boyerに倣ってこれらの諸概
念を、分析水準の違いに応じて整序すると
(Boyer,1986=1990:69-95)、まず、最も抽象的
な生産様式の水準では、①生産関係と生産力の
厳密な対応という前提は放棄され、②経済的構
造と法的・政治的上部構造という区別も無効で
あるとされる。資本主義的生産様式における資
本蓄積は基本的に矛盾を内包しており、一定期
間蓄積が持続することが保証されるために、さ
まざまな社会的・経済的規則性が要請される。
そこで、資本蓄積の生産や消費等の一貫したパ
ターンを特徴づけるために、システム総体の水
準で蓄積体制（内包的・外延的）という概念が
用いられる(7)。蓄積体制とは、「資本蓄積の進
行が広範かつ相当程度一貫した形で保証される
ような、つまり過程それ自身から不断に生ずる
歪みやアンバランスを吸収したり時間的にずら

したりしうるような、そのような規則性の総体」
(Boyer,1986=1990:７６)である。また、蓄積の
より具体的なメカニズムはより経験的水準に近
い制度的諸形態と調整様式の把握によって与え
られる。制度的諸形態は、特定の生産様式に限
定されない概念として、「一個ないしは数個の
基本的社会諸関係をコード化している」さまざ
まもの(Boyer,1986=1990:７８)と定義づけら
れ、資本主義的生産様式において基本的な制度
的諸形態（社会的諸形態）は、①貨幣制度、②
賃労働関係、③競争の形態、④国際体制への参
加様態、⑤国家形態であるとされる(Boyer,
１９７９=1992:２３)。資本蓄積は諸集団・諸主体の
意志決定の適切な「調整」によって初めて安定
する。Boyerによるとこの調整概念の戦略的狙
いは、マクロ経済現象を研究する際に、合理的
選択理論や一般均衡概念の代わりをつとめさせ
ようという点にある。つまり、「およそ調整様
式が描写するのは、いかにして制度諸形態の結
合が個人的諸行動を形成し、誘導し、ある場合
には拘束するか、またいかにして制度諸形態の
結合が前もって市場調節メカニズムを規定する
か、ということ」(Boyer,1986=1990:８８)なの
である(8)。
レギュラシオン理論が、元来のマルクス主義

経済学とは異なり、資本主義発展と制度を多様
なものとして捉えることができたのは、次のよ
うな理論装置上の理由による。第一に、彼らは
70年代の危機診断の時点からマルクス主義の系
譜を引き継ぎつつも、資本主義経済に不可避的
な一連の傾向的諸法則の存在を否定し、むしろ
蓄積体制の多様性から出発して、各蓄積体制(ID
制度的諸形態と調整様式を描写し、その上で当
該蓄積体制に固有の危機形態や機能法則を指摘
するという理論構成を採った。そのために、本
来のマルクス主義の理論体系にない、諸集団．
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ク・ボックスと見なし、その理論を基本的には
市場の分析に限定してきたが、やはり1970年代
以降OliverWilliamsonをはじめとする新制度派
経済学が登場してミクロ経済学的手法と整合的
に組織や制度を扱う研究が急速に発展した。た
だし、その際従来の合理的経済人モデルは不確
実性の存在や限定合理性といったより現実の人
間に近いモデルに修正され、さらに80年代には、
非協力ゲーム理論が動員され戦略的相互行為の
読み合いを部分的に理論内に組み込むことが可
能となった。
ここで検討したいのは、基本的にはこの潮流

の延長線上にある、青木昌彦をはじめとするス
タンフォード大学のグループが中心に推進しつ
つある比較制度分析である（奥野,1993;青木，
1995)。特に比較制度分析を取り上げる理由は、
かれらが明示的に経済制度の多様性を扱おうと
しているからである。青木によれば、「｢比較制
度分析」は、「多様性」の経済利益の源泉とそ
の存立条件を、経済学の中で蓄積され、広く世
界の経済学者によって共有されている『普遍的」
な分析言語によって、論理的に探ることを目的
としている。そうした意味で、多元主義的な経
済学を目指しているのである｡」（青木,1995:2-
3）
比較制度分析は、経済理論のモデルを用いて

特に日本企業のメカニズムを経済合理的に理解
することに大きく貢献してきた。Aoki(1988=
1992)は、日本企業の特徴として、分権的情報
構造、ランク・ヒエラルヒーによるインセンテ
イブ・システム、従業員集団と株主集団の協調
ゲームによる企業の意志決定などを指摘する。
米国企業では事態の変化に対する調整がヒエラ
ルヒー的になされるのに対し、日本企業ではこ
れが現場レベルで水平的になされる。これは多
品種生産の際に効率的で、また幅広い分脈的技

諸主体の相互作用メカニズムを記述する制度的
諸形態や調整様式といった概念が導入された。
したがって、理論の組み立ては傾向的諸法則か
ら切り離され極小化した抽象水準の下に、各蓄
積体制に特殊な具象度の高い個別理論（レギユ
ラシオン様式、機能法則や部分的規則性）が継
ぎ合わされたような、いわば二階部分の極端に
薄い二階建て構造となっている。第二に、「制
度的諸形態」や「調整様式」といった概念は、
古典的なマルクス派のような単線的な発展法則
から切り離されているだけでなく、やはりの合
理的選択モデルと比べてもきわめて緩い形で定
義されている。このために、一方で蓄積体制内
の任意のメカニズムを理論内に包摂することが
可能となった。
レギュラシオン理論にはミクロ理論の基礎は

ないといってよく、あえて言えば、Bourdieuや
アナール派などと共通する緩やかな社会学的人
間観をexplicitに想定しながら、合理的選択モデ
ルの制約に捕らわれず自由にマクロモデルを構
成している。その意味で、レギュラシオン理論
を不完全な「折衷主義」として特徴づけること
ができるかもしれない。だが、この「折衷主義」
によって、彼らは、PioreandSabel(1984=1993)
とともに、1950-60年代の先進諸国の経済発展
のメカニズムを明確に描写することに成功した
のである。その意味で、彼らは２節で挙げた多
様性の３つの課題のうち、２番目の、制度の働
く「メカニズム（特にマクロ・メカニズム）の
説明」に有力な貢献をしたということができる
だろう。

４．比較制度分析における資本主義の多
様性

近代経済学はかつては企業や組織をブラシ
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能の労働者と整合的である。さらにこうした情
報構造は集権的なランク・ヒエラルヒーと双対
的に結びつく。また、企業全体のレベルでは、
日本企業は準終身雇用従業員の集団と株主の連
合体であり、日本企業の行動特性は両者の相互
作用の均衡結果であるという含意の興味深いモ
デリングがなされている。企業・従業員関係と
類比的な協力的関係は下請関係にも認められ、
関係特殊的な技能が蓄積するほど下請側の交渉
力が高まり、また、親企業は下請企業に対して
保険者としての技能を果たしていることが示唆
されている(Aoki,1988=1992)。
なお、制度や組織が経済分析の対象となって

も、効率的な制度が最終的には選択されるとい
う機能主義的な仮定が持ち込まれれば、資本主
義は一様に収敵することになるが、比較制度分
析は、①過去の歴史的経路が現在を規定してい
るという経路依存(pathdependence)の理論、
②それと結びついたゲーム理論の戦略的補完性
概念（奥野,1993)、そして最近は、③合理的選
択ではなく模倣と突然変異によって戦略が選択
されるという進化的ゲーム理論(Maynard
Smith,1982=1985)によって、収數のシナリオ
を回避しようとしている。経路依存も戦略的補
完性も、ある意味では従来から社会学や制度派
経済学では周知であった知見だが、合理的選択
理論の延長線上でこうした概念が得られたとい
うことは興味深い。ただ、少なくとも現在まで
のところ、こうした知見は大まかなロジックの
提示以上には活用できていない（岡崎・奥野
編,1993)。
Aoki(1988=1992:5-6)は、諸学問分野の成

果を総合し日本企業の一貫した説明を与える、
と述べているが、実際には理論的説明は全て新
制度派経済学の成果に基づいており、ミクロ経
済学的日本企業観とでもいったようなものにな

っている。また、青木(1995)では、明確に、
経済学の分析言語を用いて多様な資本主義経済
制度の仕組みを解明するという立場が宣言され
この点が裏書されている。こうした分析手法や
モデルの限定が、「共通言語」を解する経済学
者に明快なその意味で決して「特殊」ではない
日本企業像を提供することに成功している。こ
こで採られているのは、ミクロ経済理論で説明
不可能な領域は捨象するか単純に現状を前提し
説明可能な部分だけを扱う、という戦略である。
例えば、日本企業の交渉ゲームが前提している
ような従業員集団全体の利益なるものがいかに
形成されまた組合幹部によって代表されている
のかという点は難しい問題を含むはずだが、青
木モデルではこれは端的に存在するものと前提
されているのである。こうした問題を真剣に取
り上げていけば（その他の問題は５節で論じ
る)、産業社会学や政治学の領域と関わらざる
を得ないが、青木モデルはこうした領域を慎重
に避けることで整合的な日本企業モデルを構築
している。このような戦略を決して否定的でな
い意味で「倹約主義」と表現しよう。このＩ倹
約主義」的な理論戦略は、特に２節で挙げた多
様性の３つの課題のうち、やはり２番目のＩメ
カニズム（特にミクロ・メゾ，レベル）の説明」
を、説得的な形で与えることに貢献している。
事実、青木モデルは上記のレギュラシオン派を
含めて欧米の研究者に日本の産業社会が決して
不可解でも特殊でもない、という事実を認識さ
せるのに役立ったのである。５節では、この
｢倹約主義」的な戦略が多様性論の３番目の課
題である「成立条件の説明」を与えることがで
きるかを検討しよう。
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管理、制度化された団体交渉による賃金上昇、
消費財部門と投資財部門との平行的発展）は当
初は普遍的なものと考えられてきたが、多くの
個別国に適用される際に、元のモデルとのずれ
が浮かび上がり、フレキシブルなフォーディズ
ム（西独)、周辺部フォーデイズム（メキシコ、
韓国、ブラジル）などといった仕方でアド・ホ
ックにモデルが修正されてしまう(Hirstand
Zeitlin,1991:21-22)。さらにその後1970年代後
半以降のフレキシビリティへの対応では、各国
毎の特殊性がより明らかになったとされ、一般
的な説明から後退している(Boyered.,1986=
1993)。これは、一つにはマクロの循環メカニ
ズムとそれを支える社会的要因の接合がアド・
ホックになされ、後者の理論的解明が不十分で
あることに起因している。ある状況で循環メカ
ニズムに類似性があっても支持要因が異なれ
ば、状況が変化した際に循環メカニズムの変化
の方向も異なってくる。この場合、後者が適切
に理論化されていれば循環メカニズムの変化に
一貫した説明を与えることができるが、支持要

因の理論との折衷が皮相な水準にとどまってい
るためにこれができずに終わっているのであ
る。第二に、レギュラシオン理論には、調整メ
カニズムの多様性を記述・説明するための理論
装置がないため「成立条件の説明」を提示する
ことができない。つまり、賃金決定・波及メカ
ニズムから国家の経済介入まできわめて広範囲
の社会的仕組みがすべて「調整」の概念のもと
に包摂されているため、制度的なものや対立す
る利害を調停するメカニズムの差異を捉えられ
ていない。例えば、対立する利害を調停する社
会的ルールをとっても、非協力ゲームで到達で
きる利害の単なる均衡状態（コンヴェンシヨン）
に近いものや内面化された規範や価値、理性的
な討論、法秩序などかなり振幅が考えられるが、

5．「折衷主義」と「倹約主義」

資本主義の多様性の理論的把握は、制度の多
様性を考慮せざるを得ず、多様さの説明を与え
るために、経済理論を従来の経済理論からは外
的な要因と結びつけざるを得ないかもしれな
い。ここでは、３，４節に引き続いて上でみた
二つの理論におけるこの結びつけ方を「折衷主
義」と「倹約主義」という言葉で特徴づけ、そ
の得失を検討しよう。レギュラシオン理論が不
完全ながら採っている「折衷主義」は、経済理
論を規範や価値などの社会（学）的要因と
explicitに結びつけて多様な経済制度をモデル化
するやり方である。それに対して、比較制度分
析の採る「倹約主義」は、限定された経済理論
の理論前提を固守しつつそれなりに整合的な経
済モデルを構成するやり方である。ただし、こ
の場合ももしかすると経済外的要素がimplicit
に前提されているかもしれない。ちなみに、こ
れらの表現は必ずしも悪い意味ではなく、両理
論のような優れた試みがなされていること自体
理論経済学の学的生産性の高さを示しているの
である。
レギュラシオン理論の魅力は、マルクス経済

学的な枠組みを最小限に削ることで、各国経済
の蓄積メカニズムを具体的にモデル化している
ことである。その際、調整様式を支持する要因
としては、合理的選択モデルを超えた規範や価
値などの社会的要因がexplicitに前提され、意識
的に「折衷主義」の立場が採られている。ただ、
ここでは社会的要因は単に前提されているだけ
で、「折衷」が不十分であるために、問題を生
じてもいる。例えば、米国資本主義研究
(Aglietta,1976)を素材にして作られた有名な
フォーディズム・モデル（テイラー主義的労務
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彼らはそうした差異を繊細に議論できていな
い。だが、こうした差異の理解がなければ、通
時的に適用可能な理論が得られず、新たな蓄積
体制のための調整様式の選択肢を示すことがで
きないのである。(Boyer,1986=1990:44-8)(9)。
一方、比較制度分析は、レギュラシオン理論

とは異なり、合理的選択モデルという確かな限
定された基礎前提から出発する。こちらは、既
に述べたように社会的要因による制約を捨象す
るかimplicitに前提するという「倹約主義」に
拠ることで優れた成果を生んでいるのであっ
た。だが、Aoki(1988=1992)の企業の協調ケ
ーム理論は、日本企業の労使関係の記述モデル
としては優れているが、それを成り立たせる要
因の説明は不十分である。例えば、青木の労使
関係モデルのポイントは、先述したように株
主・経営側の利益と従業員集団の利益が交渉ゲ
ームによって互恵的な形に決定されるという点

にあるが、青木によると、このモデルでは、レ
イオフの可能性を考慮した場合、①労働者への
分配、②労働者のコミットメントの水準、③雇
用水準の３つが交渉で同時決定されることにな
る。これらのうち、労働者のコミットメントと
経営者の雇用水準は明示的な団体交渉協約にな
り得ないので、この二つは労働者と経営者の部
分的贈与交換(Akerlofl982)の形になる。つ
まり、賃金協約のような契約法による規制がき
かない、暗黙の了解としての形以上のものを取
り得ないのである。この点は日本企業のある性
格が的確に表現されているように見える。だが、
この贈与交換が拘束的であると当事者双方に考
えられている('0)理由として、青木は経営者側
の場合についてのみ、しかも経営者の長期的信
用の維持を挙げているだけである(Aoki,1988
=1992:188-90)。しかし、従業員ほど長期間企
業にとどまる確実性のない経営者に信用を守る

必要があるというのは、そしてそのような経営
側を従業員集団が「合理的に」信頼できるとい
うのは、経済的利害のみを考慮した合理的選択
モデルの範囲内で考える限り疑わしい。また、
青木の下請制モデルも、日本の下請関係の明快
な記述を与えてはいるものの、なぜ日本でこう
した関係が広くみられるのかは説明できていな
い（千葉,1994)。以上の二つのモデルは、経営
と労働、下請と元請けという二者の互恵的関係
を表現しているという意味で似たような性格を
持つモデルであり、いずれも交渉ケームや下請
関係などの成立を前提した場合の企業行動やリ
スク・シェアリングの説明としては十分説得的
である。しかし、今論じたようにそうした枠組
みがなぜある資本主義社会で普遍的に成り立っ
ているのか、双方は相手をなぜ信頼できるのか
という、「制度の成立条件」についての説明は
不十分なのである。このことは、次の６節で述
べるように、比較制度分析が、資本主義の多様
性を解明する際にミクロ経済理論のモデルで説
明できる範囲に説明を限定している、という
｢倹約主義」の方針を採っていることとおそら
く無縁ではない。そして、こうした「倹約主義」
は、究極的には、日本企業という英米から見れ
ば「特殊」な対象を扱いつつも、ぎりぎりのと
ころでは経済理論の正統を守ろうとする、とい
う比較制度分析の微妙なスタンスのとり方から
生じているのである。

6．有益な「折衷主義」へ

このように、レギュラシオン理論は明瞭に
｢折衷主義」的でありながら、「折衷」が不十分
かあるいはアド・ホックであるため難点を抱
え、比較制度分析は少なくともexplicitな議論の
範囲内では「倹約主義」的な部分を含んでいる
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見たようにこのモデルの弱点は、相手の行為の
本質的な不確実性にも関わらず関係の当事者が
なぜ相手を信頼できるかが、つまり互恵的な関
係の基盤が、十分に説明できていないことにあ
る。この点について興味深いことに、Sako
(1992)はイギリスの電機メーカーと部品メー
カーにとって長期の継続的下請関係を構築する
のが困難である理由の一つが、社会的・認知的
レベルでの信頼の欠如であることを明らかにし
ている。また、千葉（1994）は、理論経済学が
単純に設定している他者が協力的に行動する蓋
然性をより厳密に規定しようとすれば、それだ
けで、きわめて広範囲の社会学理論・社会学的
対象との接合が要請されることを示している。
この場合、行為者が経済的利得以外の動機づけ
で行動するからではなく、まさに行為者が経済
的利得によって動機づけられているがゆえに経
済の中核的領域（市場取引）に社会学的要因が
関与するに到るのである。
ある意味ではBecker(1976)などとは対照的

な、このような「折衷主義」を経済学者で積極
的に採用してきたのはAkerlof(1984)である
が、後者のような立場が不評であることの理由
は、おそらく、より単純かつ整合的な前提から
現象を説明できる理論が望ましいという科学観
にある(Friedman,1953)。だが、近年の新制度
派経済学が実際に整合的な行為論的基礎に基づ
いているかどうかには疑わしい点がある。例え
ば、Williamson(1985)は、経済主体の合理性
が限定づけられているため(HerbertSimon,
1961=1965)に、取引費用や契約の不完全性、
不確実性が問題となり、組織が成立するという
論理を展開するが、合理性がどのように限定づ
けられるか明確に規定できておらず、経済主体
は最大化計算を行うが完全な計算能力を持つわ
けではない、と否定的に規定するにとどまって

のである。だが、これは何ら二つの理論の欠点
ではなく、むしろ社会学を含む他の社会科学の
取り組むべき課題を示していると考えるべきで
あろう。従来、経済学と社会学との結びつけは
包括的な枠組みの提示(ParsonsandSmelser,
1956＝1958）からあまり進捗してこなかったが、
上でみたような経済学の発展は、より経験的対
象に近い中範囲の理論の水準での接合の機会を
与えているのである。
本稿の２節では、資本主義の多様性に関連し

て社会科学が取り組むべき課題を、①制度の歴
史的生成の説明、②制度の働くメカニズムの説
明、③制度・メカニズムの成立・安定条件の説
明の３つに大別した。上記の議論からも明かな
ように、おそらく、具体的に社会学との接合が
期待されるのは、これらのうち３番目の「制度
の成立条件」を示すための制度の社会的基盤の
解明であろう。経済制度の存立基盤は従来から
社会学の重要な主題であったが、新制度派理論
が合理的選択モデルで理解可能な領域を明確に
してくれたことで、現在は問題をより特定化す
ることが可能になっている。例えば、青木モデ
ルにも用いられているゲーム理論の交渉モデル
は具体的に交渉の結果を予測できる点で有益だ
が、現実の交渉の場面では当事者双方が規範や
一般的な価値によって自分の主張を正当化する
ことが多い。だが、交渉において規範の介在が
どのような形でどの程度結果に影響するのか、
現実にナツシュの公平性条件が規範として働い
ているのかなどは、本来社会学的主題であるは
ずだが、Elster(1989)を除いてほとんど取り
上げられていないのが現状である。
また、青木モデルは、日本の経営者（株主）

と従業員集団、完成品メーカーと下請企業との
間の長期の互恵的な関係(Dore,1983)をフォ
ーマルに表現することに成功しているが、既に
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いる。これとは逆に完全な合理性を想定すれば、
理論前提は首尾一貫するものの、この場合は制
度の経済理論が達成したほとんど全ての成果を
放棄せざるを得ないのである。その意味で合理
性の限定は、制度の経済理論を構築するために
は不可欠であるが、それは理論前提の中にア
ド・ホックな要素を組み込むという両刃の剣な
のである。
その点、Williamsonがprocessororganic

rationalityと呼んで自分の立場である「限定合
理性」と区別したもの（46-7）を厳密に定式化
している進化的モデルは、個人レベルでの合理
性を廃棄し、突然変異と模倣による淘汰で集団
レベルでの合理性の生成を説明しているので、
こうした難点を免れている。だが、近年のミク
ロ経済学者がそう考えつつあるように、進化的
モデルが現状の発生論的な説明を与えるものと
して理解するなら、進化的モデルで制度の形成
を説明しても、成立した制度上では合理的選択
モデルによって行為を説明することになり、異
なったモデルをやはりアド・ホックに使い分け
ることにならざるを得ない。これを調和させる
ために、長期の進化・模倣と短期の合理的選択
の双方を整合的に説明する行為理論を考えると
したら、社会学的な行為者観（例えば、
Bourdieu,1980=1988)のような形をとらざるを
得ないであろう。結局、制度の説明を試みるた
めには、より緩やかな行為者観に立ちながら、
因果関係や均衡状態、意図せざる結果などの厳
密な定式化、ある種の思考実験などのために必
要な数理モデルを用いるという二段構えの戦
略(ll)を採らざるを得ないのではないかと思わ
れるのである。
本稿の結論は、資本主義多様性の理解を制度

の成立条件にまで深めるためには、経済理論は
｢折衷主義」の方向へ進まざるを得ないという

ことである。この理解の水準は、単なる知的関
心だけではなく、社会に可能な制度の選択肢を
示すという実践的関心と結びついているのであ
る。そして、このような「折衷主義」は資本主
義の類型論的理解にも有効な手段となるだろ
う。「折衷」によって初めて包括的な理解が得
られ、また、類型構成はこうして得られた理論
的理解と無縁ではないからである。

註
(1)この時期の近代化論や現代資本主義論が、「資本
主義の多様性」を全く視野の外に置いていたわけ
ではない｡たとえば、Kerr,Dunlop,Harbison!nnd
Meyers(1960)の「インダストリアリズム」の意
図は、あくまで工業化エリートの出自とその戦略
の差異をはじめとする各国の内生的特殊要因に基
づいて、異なるインダストリアリズムの多様な経
路を描き出すことにった。事実彼らは、「今日まで
の工業化の歴史はなめらかな一直線のものではな
く、不均等な複線状のものであった。未来におい
てもそれは不均等な複線状のものでありつづける
であろうし、また選択と機会のためにある程度の
余地をもちつづけるであろう」(p.299)と述べて
いる◎だが、他方では「選択され推進されていく
ように考えられる未来は、多元的インダストリア
リズムである｡」(299-300)「インダストリアリズ
ムは一般的中心主題の回りで変化しうるのであり、
その中心主題は多元主義である｡」(301)とも述べ
られ、やはり緩い収數説の立場をとっていると考
えられる。というのは、そもそも彼らによるイン
ダストリアリズムの特徴づけ自体が、坑事実的・
抽象的に構成された、比嶮的には無限遠点におけ
る理念とでも言えるような形式をとっているため、
多様性から出発するような認識の形式を予め排除
しているからである。「インダストリアリズムは史
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産党系の国家独占資本主議論）を指している。
(6)より新しいBoyerの「OECD諸国における資本一
賃労働関係」についての研究も、「資本主義はそれ
自身、その初期の構図からはるか彼方へと展開し
ており、対照的な国民的諸形態をとっている」
(Boyerl990=1993:86)と結論づけている。

(7)18世紀以降の資本主義の歴史について、それ以前
の労働過程を激変させることなく新しい生産技術
の普及とともに進行する外延的蓄積と、労働過程
の恒常的変化を伴い相対的剰余価値の増大ととも
に進行する内包的蓄積といった区別がなされてい
る。

(8)「個人のであれ集団のであれ、その諸行動や諸手
続きの全総体を、調整様式とよぼう。その特性は
つぎの三点にある。

(1)歴史的に規定された制度諸形態の結合をとお
して、基本的社会諸関係を再生産すること。

(2)現行の蓄積体制を維持し『操縦する』こと。
(3)経済のアクターたちがシステム総体の調節原
理を内面化する必要がなくても、あれこれの
分散的意志決定の総体が動態的に両立するよ
う保証すること｡」(Boyer,1986:88-9)

(9)この難点は、過去の蓄積体制の安定性条件を探求
する場合には必ずしも顕在化しなかった。という
のは、ここでは既に働いている調整メカニズムの
存在を指摘すれば済んだからである。実際、彼ら
が定量的分析で明らかにしたのは調整によって実
現した諸変数間の関係であった。だが、新しい蓄
積体制の姿を模索するためには、当該社会でいか
なる調整メカニズムを作り出すことができるのか
を考慮しなければならない。そのためには調整を
可能にしているものへの理解が必要なのである。

（10)労使双方がこの暗黙の了解を相手が遵守すると
確信できなければ、そもそも賃金協約も含めて労
使間の交渉自体が互恵的な形で決着しなくなるの
である。

的工業化を通じて到達される一つの抽象であり限
定である。インダストリアリズムとは完全に工業
化された社会の概念であり、その社会を工業化過
程は内在的につくりだす傾向がある｡」（37）

(2)とはいえ、この時期、米国以外の先進諸国におい
てどの程度共通の経済政策が採られていたかにつ
いては、各国ごとの振幅を考慮に入れておいた方
がよいかもしれない。たとえば、戦後独特の制度
的経済調整メカニズムを発達させたスウェーデン
は、その運用のためにやはり個性的なレーン・メ
イドナー・モデル（そしてそれを補強したEFO
モデル）という実践的モデルを利用してきた（稲
上,1994)。

(3)過去30年の経験が中期的な趨勢法則的収數論を棄
却したとしても、例えばコンドラチェフの波が対
象としているような50年１００年単位といった期間で
趨勢的収敬を論じることは一応可能である。しか
し、そのような趨勢的収數論の経験的裏づけには
遠い将来にわたるデータ蓄積が必要であろう。

(4)経験的水準に近い資本主義多様性研究の多くが労
使関係論を基礎にしていることは偶然ではない。
少なくとも今世紀半ば以降は、経済学の中では労
使関係論が、資本主義の制度的多様性を何らかの
形で理解することに最も熱心に取り組んできたの
である(Dunlop,1958)。その理由はおそらく、と
くに労働市場は、ミクロ経済学の市場モデルで理
解することが困難で、また制度的要因の国家間の
差異が甚だし<大きかったことに求められよう。

(5)Jessop(1990)によると、レギュラシオン理論と
は狭義には、1970年代以降のフランス政治経済学
者（その中には官庁エコノミストが多く含まれる）
の３つのグループ、つまり①グルノーブル派
(DestannedeBemisと資本主義経済調整研究グルー
プGRREC)、②パリ派(Boyer、Lipietzなど数理経
済計画予測研究センターCEPREMAPを中心として
発展したグループ)、③PCF-CME派（フランス共
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(11)この二段階の区別は、NelsonandWinter(1982:
45-8）のfbnnaltheoryとappreciativetheoryという区

別とある程度対応している。
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